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(57)【要約】
【課題】様々な場所で行われる演奏活動に関する情報を
、速やかに提供できるようにする。
【解決手段】楽曲情報提供システム１のサーバ装置３は
、通信回線４を介して接続された端末装置２から、その
端末装置２の近傍で演奏中の楽曲の音声データと、その
端末装置２の現在位置を特定するための位置特定情報と
が送信された場合に、この送信された音声データと位置
特定情報とを取得し、取得した音声データに基づいて、
演奏中の楽曲の特性を判定し、判定した楽曲の特性と、
位置特定情報に基づいて特定した音声データを送信した
端末装置２の位置と、を含む情報をパーソナルコンピュ
ータ６１、ナビゲーション装置６２、携帯電話機６３等
に提供する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信回線を介して接続された端末装置から、その端末装置の近傍で演奏中の楽曲の音声
データと、その端末装置の現在位置を特定するための位置特定情報とが送信された場合に
、この送信された音声データと位置特定情報とを受信する受信手段と、
　前記受信手段により受信された音声データに基づいて、演奏中の楽曲の特性を判定する
特性判定手段と、
　前記位置特定情報に基づいて前記音声データを送信した前記端末装置の位置を特定し、
特定した前記端末装置の位置と、前記特性判定手段により判定された楽曲の特性と、を含
む情報を外部の装置に提供する情報提供手段と、を備えること、
　を特徴とする楽曲情報提供装置。
【請求項２】
　通信回線を介して接続された端末装置と、サーバ装置とを備えて構成され、
　前記端末装置は、
　近傍で演奏中の楽曲の音声を検出して音声データを生成する音声検出手段と、
　前記音声検出手段により生成された音声データを、前記端末装置の自己位置を特定する
ための位置特定情報とともに送信する送信手段と、を備え、
　前記サーバ装置は、
　前記端末装置から送信された音声データと位置特定情報とを受信する受信手段と、
　前記受信手段により受信された音声データに基づいて、演奏中の楽曲の特性を判定する
特性判定手段と、
　前記位置特定情報に基づいて前記音声データを送信した前記端末装置の位置を特定する
位置特定手段と、
　外部の装置からの要求に応じて、前記特性判定手段により判定された楽曲の特性と、前
記位置特定手段により特定された前記端末装置の位置と、を含む情報を前記外部の装置に
提供する情報提供手段と、を備えること、
　を特徴とする楽曲情報提供システム。
【請求項３】
　前記情報提供手段は、前記特性判定手段により判定された楽曲の特性と、前記位置特定
手段により特定された前記端末装置の位置とを表示するためのウェブページのデータを生
成して、前記通信回線を介して外部の装置に送信すること、
　を特徴とする請求項２記載の楽曲情報提供システム。
【請求項４】
　前記情報提供手段は、前記特性判定手段により判定された楽曲の特性と前記位置特定手
段により特定された前記端末装置の位置とを示すマークを地図上にプロットした画面を表
示するためのウェブページのデータを生成すること、
　を特徴とする請求項３記載の楽曲情報提供システム。
【請求項５】
　前記サーバ装置は、前記端末装置から送信された音声データを記憶する音声データ記憶
手段を備え、
　前記情報提供手段は、前記外部の装置からの要求に応じて、前記音声データ記憶手段に
記憶された音声データを前記外部の装置に送信すること、
　を特徴とする請求項２から４のいずれかに記載の楽曲情報提供システム。
【請求項６】
　前記端末装置は、その自己位置を検出する位置検出手段をさらに備え、前記位置検出手
段によって検出した自己位置を示す位置情報を、位置特定情報として前記送信手段によっ
て送信するものであり、
　前記サーバ装置が備える位置特定手段は、前記端末装置から送信された情報から位置情
報を抽出することにより、前記端末装置の位置を特定すること、
　を特徴とする請求項２から５のいずれかに記載の楽曲情報提供システム。
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【請求項７】
　通信回線を介して接続された端末装置から、その端末装置の近傍で演奏中の楽曲の音声
データと、その端末装置の現在位置を特定するための位置特定情報とが送信された場合に
、この送信された音声データと位置特定情報とを取得し、
　取得した音声データに基づいて、演奏中の楽曲の特性を判定し、
　前記位置特定情報に基づいて前記音声データを送信した前記端末装置の位置を特定し、
　判定した楽曲の特性と、特定した前記端末装置の位置と、を含む情報を外部の装置に提
供すること、
　を特徴とする楽曲情報提供方法。
【請求項８】
　通信回線を介して端末装置に接続されたコンピュータにより実行可能なプログラムであ
って、
　前記コンピュータを、
　前記端末装置から、その端末装置の近傍で演奏中の楽曲の音声データと、その端末装置
の現在位置を特定するための位置特定情報とが送信された場合に、この送信された音声デ
ータと位置特定情報とを受信する受信手段と、
　前記受信手段により受信された音声データに基づいて、演奏中の楽曲の特性を判定する
特性判定手段と、
　前記位置特定情報に基づいて前記音声データを送信した前記端末装置の位置を特定し、
特定した前記端末装置の位置と、前記特性判定手段により判定された楽曲の特性と、を含
む情報を外部の装置に提供する情報提供手段と、
　して機能させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、楽曲の演奏に関する情報を提供する楽曲情報提供装置、楽曲情報提供システ
ム、楽曲情報提供方法、及び、プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、音楽を楽しみたいというニーズは確実に存在し、このようなニーズに応えるため
、例えば、チケットを手軽に購入できるシステムが提案されている（例えば、特許文献１
参照）。このシステムを利用すれば、コンサート（ライブ）の入場券等のチケットを購入
する際の手間を省くことができる。
【特許文献１】特開２００１－３１２７４８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上記のようなシステムを使用しても、チケットを手配する手間は無視で
きないものであり、そもそも、ライブの開催場所や開催日時が都合に合うとは限らない。
また、ライブの開催日時や場所に関する情報は、メディアによる宣伝活動などを通じて主
催者が積極的に情報を発信しなければ、広く音楽を聴きたいと思う人に伝えることが難し
い。このため、音楽を聴きたいと思う人は、自分の都合を勘案しながら情報収集に勤めな
ければならず、都合の良い時に自由に音楽を楽しめる状況は実現されていなかった。
　そこで、本発明の目的は、様々な場所で行われる演奏活動に関する情報を、速やかに提
供できるようにすることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記課題を解決するため、本発明は、通信回線を介して接続された端末装置から、その
端末装置の近傍で演奏中の楽曲の音声データと、その端末装置の現在位置を特定するため
の位置特定情報とが送信された場合に、この送信された音声データと位置特定情報とを受
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信する受信手段と、前記受信手段により受信された音声データに基づいて、演奏中の楽曲
の特性を判定する特性判定手段と、前記位置特定情報に基づいて前記音声データを送信し
た前記端末装置の位置を特定し、特定した前記端末装置の位置と、前記特性判定手段によ
り判定した楽曲の特性と、を含む情報を外部の装置に提供する情報提供手段と、を備える
こと、を特徴とする楽曲情報提供装置を提供する。
　この構成によれば、通信回線を介して接続された端末装置から、その端末装置の近傍で
演奏中の楽曲の音声データと、その端末装置の現在位置を特定するための位置特定情報と
が送信された場合に、この送信された音声データに基づいて演奏中の楽曲の特性を判定し
、楽曲の特性と、位置特定情報から特定した端末装置の位置とを含む情報を外部の装置に
提供するので、端末装置の近傍で演奏が行われた場合に、演奏されている場所と演奏され
ている楽曲の特性とを示す情報を提供できる。このため、音楽を楽しみたいと望む人に対
して、演奏中の楽曲に関する情報を提供できる。提供される情報のうち、楽曲の特性に関
する情報は人が所望の楽曲を選ぶために役立ち、演奏されている位置の情報はその人が所
望の楽曲を聴きに行くために役立つ。このように、演奏中の楽曲の中から好みの音楽を選
び、その音楽を聴きに行くための情報を、速やかに提供できる。
　そして、この構成を適用すれば、端末装置の近くにおいて、予め場所や時刻を定めない
演奏活動（例えばストリートライブ）等が始まった場合に、この演奏活動に関する情報を
速やかに提供できる。
【０００５】
　また、本発明は、通信回線を介して接続された端末装置と、サーバ装置とを備えて構成
され、前記端末装置は、近傍で演奏中の楽曲の音声を検出して音声データを生成する音声
検出手段と、前記音声検出手段により生成された音声データを、前記端末装置の自己位置
を特定するための位置特定情報とともに送信する送信手段と、を備え、前記サーバ装置は
、前記端末装置から送信された音声データに基づいて、演奏中の楽曲の特性を判定する特
性判定手段と、前記位置特定情報に基づいて前記音声データを送信した前記端末装置の位
置を特定する位置特定手段と、外部の装置からの要求に応じて、前記特性判定手段により
判定された楽曲の特性と、前記位置特定手段により特定された前記端末装置の位置と、を
含む情報を前記外部の装置に提供する情報提供手段と、を備えること、を特徴とする楽曲
情報提供システムを提供する。
　この構成によれば、端末装置からサーバ装置に対し、その端末装置の近傍で演奏中の楽
曲の音声データと、その端末装置の現在位置を特定するための位置特定情報とを送信し、
サーバ装置により、端末装置が生成した音声データに基づいて演奏中の楽曲の特性を判定
し、位置特定情報に基づいて、音声データを送信した端末装置の位置を特定し、楽曲の特
性と端末装置の位置とを含む情報を外部の装置に提供する。端末装置の位置は演奏場所の
近くであるから、実質的に演奏場所とみなすことができる。従って、端末装置の近傍で演
奏が行われた場合に、サーバ装置によって、演奏場所と演奏されている楽曲の特性とを示
す情報を提供することで、音楽を楽しみたいと望む人に対して、演奏中の楽曲に関する情
報を提供できる。サーバ装置が提供する情報のうち、楽曲の特性に関する情報は人が所望
の楽曲を選ぶために役立ち、演奏されている位置の情報はその人が所望の楽曲を聴きに行
くために役立つ。このように、演奏中の楽曲の中から好みの音楽を選び、その音楽を聴き
に行くための情報を、速やかに提供できる。この構成を適用すれば、端末装置の近くにお
いて、予め場所や時刻を定めない演奏活動（例えばストリートライブ）等が始まった場合
に、演奏者や主催者がその都度告知活動を行わなくても、演奏が開始されてから、演奏活
動に関する情報を速やかに提供できる。また、端末装置の数に応じて、広範囲の地域にお
いて、様々な場所における演奏活動に関して情報を迅速に提供できる。
【０００６】
　上記構成において、前記情報提供手段は、前記特性判定手段により判定された楽曲の特
性と、前記位置特定手段により特定された前記端末装置の位置とを表示するためのウェブ
ページのデータを生成して、前記通信回線を介して外部の装置に送信するものであっても
よい。
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　この場合、ウェブページを処理可能な装置であれば、サーバ装置により提供される楽曲
の特性と演奏場所の位置とを示す情報を受け取って出力できるので、様々な装置によって
情報の提供を受けることができる。従って、音楽を楽しみたいと思う人に対して、容易に
情報を受け取ることが可能な形態で、広く情報を提供できる。
【０００７】
　また、上記構成において、前記情報提供手段は、前記特性判定手段により判定された楽
曲の特性と前記位置特定手段により特定された前記端末装置の位置とを示すマークを地図
上にプロットした画面を表示するためのウェブページのデータを生成するものであっても
よい。
　この場合、実質的に演奏場所を示す端末装置の位置の情報と、楽曲の特性とを示すマー
クを地図上にプロットすることで、どこでどのような楽曲が演奏されているかを一目で判
別できる形態により、情報を提供できる。これにより、音楽を楽しみたいと思う人に、演
奏中の音楽を聴きに行くために必要な情報を分かりやすい形態で提供できる。
【０００８】
　さらに、上記構成において、前記サーバ装置は、前記端末装置から送信された音声デー
タを記憶する音声データ記憶手段を備え、前記情報提供手段は、前記外部の装置からの要
求に応じて、前記音声データ記憶手段に記憶された音声データを前記外部の装置に送信す
るものであってもよい。
　この場合、演奏されている楽曲の音声データを提供できるので、例えば演奏場所から遠
く離れたところに居る人も音楽を楽しむことができ、演奏者は、自身の演奏を多数の人に
アピールできる。
【０００９】
　また、上記構成において、前記端末装置は、その自己位置を検出する位置検出手段をさ
らに備え、前記位置検出手段によって検出した自己位置を示す位置情報を、位置特定情報
として前記送信手段によって送信するものであり、前記サーバ装置が備える位置特定手段
は、前記端末装置から送信された情報から位置情報を抽出することにより、前記端末装置
の位置を特定するものとしてもよい。
　この場合、端末装置が自己位置を検出して、その位置を示す位置情報を送信するので、
端末装置の位置を固定する必要がなく、任意の位置に端末装置を移動させ、或いは設置す
ることが可能である。また、サーバ装置においては、端末装置の位置を特定するための処
理の負荷が軽いことから、より速やかに情報を提供できる。
【００１０】
　また、本発明は、通信回線を介して接続された端末装置から、その端末装置の近傍で演
奏中の楽曲の音声データと、その端末装置の現在位置を特定するための位置特定情報とが
送信された場合に、この送信された音声データと位置特定情報とを取得し、取得した音声
データに基づいて、演奏中の楽曲の特性を判定し、前記位置特定情報に基づいて前記音声
データを送信した前記端末装置の位置を特定し、特定した前記端末装置の位置と、判定し
た楽曲の特性と、を含む情報を外部の装置に提供すること、を特徴とする楽曲情報提供方
法を提供する。
　この方法によれば、端末装置の近傍で、予め場所や時刻を定めない演奏活動（例えばス
トリートライブ）等が始まった場合に、演奏されている場所と演奏されている楽曲の特性
とを示す情報を提供するので、音楽を楽しみたいと望む人に対して、演奏中の楽曲に関す
る情報を提供できる。そして、楽曲の特性を示す情報と、演奏されている位置を示す情報
とを提供することで、演奏中の楽曲の中から好みの音楽を選び、その音楽を聴きに行くた
めの情報を、速やかに提供できる。
【００１１】
　また、本発明は、通信回線を介して端末装置に接続されたコンピュータにより実行可能
なプログラムであって、前記コンピュータを、前記端末装置から、その端末装置の近傍で
演奏中の楽曲の音声データと、その端末装置の現在位置を特定するための位置特定情報と
が送信された場合に、この送信された音声データと位置特定情報とを受信する受信手段と
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、前記受信手段により受信された音声データに基づいて、演奏中の楽曲の特性を判定する
特性判定手段と、前記位置特定情報に基づいて前記音声データを送信した前記端末装置の
位置を特定し、特定した前記端末装置の位置と、前記特性判定手段により判定された楽曲
の特性と、を含む情報を外部の装置に提供する情報提供手段と、して機能させることを特
徴とするプログラムを提供する。
　このプログラムをコンピュータが実行することにより、端末装置の近傍において、予め
場所や時刻を定めない演奏活動（例えばストリートライブ）等が始まった場合に、上記コ
ンピュータは、演奏されている場所と演奏されている楽曲の特性とを示す情報を提供する
ので、音楽を楽しみたいと望む人に対して、演奏中の楽曲に関する情報を提供できる。そ
して、楽曲の特性を示す情報と、演奏されている位置を示す情報とを提供することで、演
奏中の楽曲の中から好みの音楽を選び、その音楽を聴きに行くための情報を、速やかに提
供できる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、音楽を楽しみたいと望む人に対して、演奏中の楽曲の中から好みの音
楽を選び、その音楽を聴きに行くための情報を、速やかに提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の好適な実施の形態について、図面を参照して説明する。
　図１は、本発明を適用した実施の形態に係る楽曲情報提供システム１の構成を示す図で
ある。
　楽曲情報提供システム１は、ライブが行われる様々な場所に設置される複数の端末装置
２と、楽曲情報提供装置としてのサーバ装置３とによって構成され、全ての端末装置２は
通信回線４を介してサーバ装置３に接続される。
　通信回線４は、公衆回線網や専用線等の各種通信回線により構成され、所定のプロトコ
ルに基づくデータ通信を可能とする。通信回線４は、図示しないルータやスイッチ、サー
バ装置、プロトコル変換機能を備えたゲートウェイ装置、公衆回線網等とサーバ装置３や
無線基地局４０、４１とを接続する回線等を含む。
【００１４】
　端末装置２は、ストリートライブと呼ばれる屋外のライブを開催可能な場所、或いはそ
の近傍に設置される。端末装置２の設置場所は、常にライブが開催される場所に限らず、
ライブを開催し得る場所またはその近傍であればよい。具体的には、街の中で歩行者が立
ち止まることが可能な場所であれば制限されず、歩道や歩行者用デッキの上であってもよ
い。ここでいうライブとは演奏者が生演奏を行うことを指し、出される音の一部が録音で
あってもよい。演奏者の人数、機材の種類や数等の演奏形態には何ら制限がなく、全く機
材を用いずに歌うだけの形態を含む。
　従って、例えば特定の地域を所定距離毎に区画して、各区画に端末装置２を均等に設置
することも可能である。
【００１５】
　端末装置２はアンテナ２Ａを備えており、このアンテナ２Ａを使って、通信回線４に接
続された無線基地局４０との間で無線通信を実行する。従って、端末装置２は、電源を除
いては配線の必要がない。
　端末装置２は、ライブが行われている間に演奏される楽曲の音声を取得して、この音声
を、端末装置２の位置を示す情報とともにサーバ装置３に送信する。
【００１６】
　サーバ装置３は、端末装置２から送信される音声と、端末装置２の位置を示す情報とに
基づいて、端末装置２が設置された地域のどこでライブが行われているかを示すデータベ
ースに登録する。
　また、サーバ装置３は、各種の装置によって通信回線４を介してアクセスされた場合に
、ウェブサーバとして機能し、その装置に対して、上記データベースの情報を含むウェブ
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ページのデータを生成して、送信可能である。本実施の形態では、サーバ装置３に対し、
外部の装置としてパーソナルコンピュータ６１、ナビゲーション装置６２、及び携帯電話
機６３がアクセスする場合を例示する。
【００１７】
　パーソナルコンピュータ６１は通信回線４を介してサーバ装置３に接続可能であり、ナ
ビゲーション装置６２及び携帯電話機６３は、通信回線４に接続された無線基地局４１と
の間に無線通信回線を確立し、サーバ装置３と通信可能である。
　パーソナルコンピュータ６１、ナビゲーション装置６２、及び携帯電話機６３の各装置
は、ウェブブラウザ機能を有し、ＨＴＭＬ等により記述されたウェブページのデータに基
づいて、表示画面（図示略）上に画像や文字等からなるウェブページを表示する。
　サーバ装置３は、パーソナルコンピュータ６１、ナビゲーション装置６２、及び携帯電
話機６３からのアクセスに応じて、上記データベースの情報に基づいてウェブページのデ
ータを生成し、アクセスした装置に対して送信する。
　従って、サーバ装置３がデータベースに登録した情報は、パーソナルコンピュータ６１
、ナビゲーション装置６２、及び携帯電話機６３の各装置によって閲覧できる。
【００１８】
　図２は、端末装置２の機能的構成を示すブロック図である。
　端末装置２は、端末装置２の各部を制御する制御部２０、制御部２０の制御に従って端
末装置２の近傍の音声を検出するマイク２１、制御部２０の制御に従って撮影を行うカメ
ラ２２、ＧＰＳアンテナ２３ＡによりＧＰＳ衛星からの電波を受信して端末装置２の位置
を求めるＧＰＳ制御部２３、及び、制御部２０の制御に従って、アンテナ２Ａにより無線
基地局４０との間で無線通信を行うことで、サーバ装置３との間でデータを送受信する通
信部２４の各部を備えている。
　制御部２０は、マイク２１と協働して音声検出手段として機能し、通信部２４と協働し
て送信手段としても機能する。また、ＧＰＳ制御部２３は位置検出手段として機能する。
【００１９】
　制御部２０は、端末装置２の動作中、マイク２１によって予め設定された以上の音量で
音声を検出した場合、或いは、マイク２１により検出した音声を解析して何らかの演奏の
音声であると判別した場合に、マイク２１によって音声を集音して音声データを生成する
。また、制御部２０は、所定時間毎にＧＰＳ制御部２３によって端末装置２の現在位置を
求める処理を行わせ、ＧＰＳ制御部２３が求めた現在位置（緯度、経度）を示す情報を生
成する。
　そして、制御部２０は、生成した音声データと、自己の現在位置を示す位置情報を、通
信部２４によりサーバ装置３へ送信させる。
【００２０】
　また、制御部２０は、マイク２１によって音声を集音して音声データを生成する動作中
に、所定方向を撮影するカメラ２２によって撮影を実行し、撮影画像（静止画像または動
画像）のデータ（以下、撮影画像データ）を生成し、生成した撮影画像データを、音声デ
ータ及び位置情報とともにサーバ装置３へ送信する。なお、カメラ２２が撮影する範囲に
ついて特に制限はないが、マイク２１が指向性を有するマイクである場合には、マイク２
１の指向性の方向とカメラ２２の撮影方向とが一致していることが好ましい。
【００２１】
　図３は、サーバ装置３の機能的構成を示すブロック図である。
　サーバ装置３は、サーバ装置３の各部を制御する制御部３１、制御部３１の制御に従っ
て通信回線４を介した通信を行う通信部３２、制御部３１の制御のもとに音声データのジ
ャンル判定を行う特性判定手段としてのジャンル判定部３３、制御部３１の制御に従って
ウェブページのデータを生成するウェブページ生成部３４、演奏情報を記憶する演奏情報
データベース３５、及び音声データと撮影画像データとを記憶する音声データ記憶部とし
ての楽曲・画像記憶部３６を備えており、これらの各部はバス３７を介して接続されてい
る。
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　制御部３１は、位置特定手段として機能し、通信部３２と協働して受信手段として機能
し、さらに、通信部３２とともにウェブページ生成部３４と協働して情報提供手段として
機能する。
【００２２】
　通信部３２は通信回線４に接続されており、制御部３１の制御に従って、端末装置２か
ら送信される音声データ、位置情報、撮影画像データを受信する。また、通信部３２は、
パーソナルコンピュータ６１、ナビゲーション装置６２、及び携帯電話機６３からアクセ
スされた場合に、制御部３１の制御に従って、これら装置との間でウェブページのデータ
等を送受信する。
【００２３】
　ジャンル判定部３３は、音声データを解析することにより、その音声データのジャンル
を判定する。ジャンルとしては、例えば、ＲＯＣＫ、ＤＵＯ、ＣＯＰＹ（いわゆるコピー
バンド）、ＪＡＺＺ、ＦＵＪＯＮ、ＣＯＭＩＣ等が挙げられる。ジャンル判定部３３は、
所定のアルゴリズムに従って音声データの特徴を求め、この特徴に基づいて当該音声デー
タが属するジャンルとして最も適切と思われるジャンルを特定する。
　ウェブページ生成部３４は、通信部３２がパーソナルコンピュータ６１、ナビゲーショ
ン装置６２或いは携帯電話機６３からのアクセスを受け付けた場合に、制御部３１の制御
に従って、演奏情報データベース３５の情報を表示するためのウェブページのデータを生
成する。
【００２４】
　演奏情報データベース３５は、いずれかの端末装置２が音声データ、位置情報および撮
影画像データを送信した場合に、この送信されたデータを登録するデータベースである。
　また、楽曲・画像記憶部３６は、端末装置２からサーバ装置３に送信された音声データ
及び撮影画像データを記憶する記憶部である。
【００２５】
　図４は、演奏情報データベース３５の構成例を模式的に示す図である。
　この図４の例では、演奏情報データベース３５には、音声データを送信した端末装置２
の位置情報に対応づけて、この位置情報とともに送信された楽曲の音声データのアドレス
、上記位置情報とともに送信された撮影画像データのアドレス、上記音声データのジャン
ル、音声データの送信が開始された時刻が格納される。
　ここで、演奏情報データベース３５に格納される音声データ及び撮影画像データのアド
レスは、楽曲・画像記憶部３６におけるアドレスを指し、このアドレスに基づいて楽曲・
画像記憶部３６から音声データ自体及び撮影画像データ自体を取得できる。また、演奏情
報データベース３５に格納されるジャンルは、ジャンル判定部３３により判定されたジャ
ンルである。
【００２６】
　図５は、サーバ装置３の動作を示すフローチャートである。
　この図５に示すように、サーバ装置３の制御部３１は、まず、通信回線４を介したアク
セスを通信部３２において検出すると（ステップＳ１１）、検出したアクセスがウェブペ
ージを要求するものか否かを判別する（ステップＳ１２）。
　通信部３２が検出したアクセスがウェブページの要求でない場合（ステップＳ１２；Ｎ
ｏ）、制御部３１は、上記アクセスが、演奏開始を検出した端末装置２からの音声データ
の送信であるか否かを判別する（ステップＳ１３）。ここで、上記アクセスが音声データ
の送信でもない場合（ステップＳ１３；Ｎｏ）、制御部３１は本処理を終了する。
【００２７】
　通信部３２が検出したアクセスが端末装置２からの音声データの送信であった場合（ス
テップＳ１３；Ｙｅｓ）、制御部３１は、演奏情報登録処理を開始する（ステップＳ１４
）。この演奏情報登録処理において、制御部３１は、端末装置２から送信される音声デー
タ及び撮影画像データの取得を開始するとともに、位置情報を取得し、さらに送信開始の
時刻を求める（ステップＳ１５）。
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　その後、制御部３１は、端末装置２から送信される音声データを受信しながら、所定時
間分の音声データを取得する毎にジャンル判定部３３によってジャンル判定処理を行わせ
（ステップＳ１６）、ジャンルが判定できた時点で演奏情報データベース３５に登録する
（ステップＳ１７）。制御部３１は、端末装置２から１曲の楽曲の音声データを受信して
いる途中であっても、ジャンル判定部３３によりジャンルが判定できた時点で演奏情報デ
ータベース３５への登録を行う。この場合、制御部３１は、演奏情報データベース３５へ
の登録を行った後も、端末装置２から送信される音声データ及び撮影画像データの受信を
継続して、その音声データ及び撮影画像データの全部を楽曲・画像記憶部３６に記憶し（
ステップＳ１８）、１曲分の音声データ及び撮影画像データの全部を記憶した後に本処理
を終了する。
【００２８】
　一方、通信部３２によって検出したアクセスがウェブページの要求であった場合（ステ
ップＳ１２；Ｙｅｓ）、制御部３１は、演奏情報提供処理を開始し（ステップＳ１９）、
ウェブページ生成部３４によって、演奏情報データベース３５を参照して、ライブが行わ
れている場所の位置と、その場所で演奏されている楽曲のジャンルとを取得させ、この位
置とジャンルとを地図上にプロットして表示用のマップを作成させる（ステップＳ２０）
。
　続いて制御部３１は、ウェブページ生成部３４によって、上記マップを表示するための
ウェブページのデータを生成させ、このウェブページのデータを通信部３２によってパー
ソナルコンピュータ６１、ナビゲーション装置６２または携帯電話機６３に送信させる（
ステップＳ２１）。
　その後、制御部３１は、ウェブページのデータを受信したパーソナルコンピュータ６１
、ナビゲーション装置６２または携帯電話機６３から、音声データまたは撮影画像データ
が要求された場合には、演奏情報データベース３５に格納されたアドレスに基づいて音声
データまたは撮影画像データを楽曲・画像記憶部３６から読み出して、通信部３２によっ
て送信させ（ステップＳ２２）、本処理を終了する。
【００２９】
　図６は、サーバ装置３によって生成され、パーソナルコンピュータ６１、ナビゲーショ
ン装置６２、或いは携帯電話機６３により表示されるウェブページの構成例を示す図であ
る。
　図６に例示するウェブページ５は、パーソナルコンピュータ６１、ナビゲーション装置
６２、或いは携帯電話機６３が備える表示装置により表示される画面である。ウェブペー
ジ５の中央には、マップ５０が配置されている。マップ５０は、道路地図や鉄道路線図あ
るいは航空写真等の背景地図５１に、ライブが行われている場所を示すマーク５２を重ね
て表示するものである。マーク５２は、演奏されている楽曲のジャンルを示す模様である
。マーク５２として使用される各々の模様がどのジャンルを示しているかは、マップ５０
の枠外に配置された凡例表示部５３によって明示される。
　また、ウェブページ５の上部には、最新の演奏情報データベース３５の情報を配信可能
であることを示す配信中表示部５４、メンテナンス等により演奏情報データベース３５の
更新が停止していることを示す停止中表示部５５、及び、ウェブページ５の表示を最新の
演奏情報データベース３５に基づいて更新するよう指示する指示ボタン５６が配置されて
いる。
【００３０】
　そして、マップ５０の横には、詳細情報表示部５７が配置されている。この詳細情報表
示部５７には、ライブが行われている場所と、ジャンルとを示す情報が文字により表示さ
れている。詳細情報表示部５７に表示しきれない数のライブが行われている場合、すなわ
ち、表示しきれない数の情報が演奏情報データベース３５に格納されている場合には、詳
細情報表示部５７のページ切り替えを指示するページ切替ボタン５８が表示される。
　なお、マップ５０に表示されたマーク５２のいずれかが選択指定された場合に、選択さ
れたマーク５２に該当する情報が詳細情報表示部５７に表示されるようにしてもよい。
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【００３１】
　この図６に例示するウェブページ５において、詳細情報表示部５７或いはマップ５０上
で、演奏場所を選択する操作が行われた場合に、ウェブページ５を表示中の装置（パーソ
ナルコンピュータ６１、ナビゲーション装置６２或いは携帯電話機６３）からサーバ装置
３に対して音声データが要求される構成としてもよい。この場合、サーバ装置３は、図５
のステップＳ２２に示したように、要求された音声データのアドレスを演奏情報データベ
ース３５に基づいて取得し、このアドレスに従って楽曲・画像記憶部３６から音声データ
を読み出して、要求を行った装置に対して通信回線４を介して送信する。さらに、上記装
置から音声データとともに画像データを要求できるようにしてもよく、この場合、サーバ
装置３は音声データとともに画像データを楽曲・画像記憶部３６から読み出して、上記装
置に送信する。
【００３２】
　ここで、ナビゲーション装置６２によって図６に例示するウェブページ５を表示した状
態で、マップ５０に重畳表示されたいずれかのマーク５２が選択された場合に、選択され
たマーク５２が示す演奏場所まで、ナビゲーション装置６２が経路案内動作を行うように
してもよい。この機能は、ナビゲーション装置６２の機能、及び、ウェブページ５に含ま
れる位置情報の形態等により容易に実現可能である。
　この機能によれば、マップ５０に表示された所望のジャンルに属するマーク５２を選ぶ
操作を行うことで、その演奏場所まで容易に行くことができ、ナビゲーション装置６２の
ユーザが気軽に演奏を聴きに行けるという利点がある。なお、ナビゲーション装置６２は
歩行者が手に持って移動可能なポータブル型のナビゲーション装置であってもよいし、自
動車や自動二輪車等の車両に搭載されたナビゲーション装置であってもよい。
【００３３】
　以上のように、本発明を適用した実施の形態に係る楽曲情報提供システム１によれば、
端末装置２からサーバ装置３に対し、その端末装置２の近傍で演奏中の楽曲の音声データ
と、その端末装置２の現在位置を示す位置情報とを送信し、サーバ装置３により、端末装
置２が生成した音声データに基づいて演奏中の楽曲のジャンルを判定し、楽曲のジャンル
と端末装置２の位置とを含む情報を外部の装置に提供する。ここで、端末装置２は演奏場
所の近くに位置するので、端末装置２の位置を実質的に演奏場所の位置とみなすことがで
きる。
　従って、端末装置２の近傍で演奏が行われた場合に、サーバ装置３によって、演奏場所
と演奏されている楽曲のジャンルとを示す情報を提供することで、音楽を楽しみたいと望
む人に対して、演奏中の楽曲に関する情報を提供できる。サーバ装置３が提供する情報の
うち、楽曲のジャンルに関する情報は人が所望の楽曲を選ぶために役立ち、演奏場所の位
置情報はその人が所望の楽曲を聴きに行くために役立つ。このように、演奏中の楽曲の中
から好みの音楽を選び、その音楽を聴きに行くための情報を、速やかに提供できる。
　この構成を適用すれば、端末装置２の近くにおいて、予め場所や時刻を定めない演奏活
動（例えばストリートライブ）等が始まった場合に、演奏者や主催者がその都度告知活動
を行わなくても、演奏が開始されてから、演奏活動に関する情報を速やかに提供できる。
また、端末装置２の数に応じて、広範囲の地域において、様々な場所における演奏活動に
関して情報を迅速に提供できる。
【００３４】
　また、サーバ装置３は、ジャンル判定部３３により判定した楽曲のジャンルと、音声デ
ータを送信した端末装置２の位置とを表示するためのウェブページのデータを生成して、
通信回線４を介して送信する。このため、ウェブページを処理可能な装置であれば、パー
ソナルコンピュータ６１、ナビゲーション装置６２、携帯電話機６３など、様々な装置に
よって、サーバ装置３により提供される情報を受け取って出力できる。従って、音楽を楽
しみたいと思う人に対して、容易に情報を受け取ることが可能な形態で、広く情報を提供
できる。
【００３５】
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　また、サーバ装置３は、演奏場所の位置情報と、楽曲のジャンルとを示すマークを地図
上にプロットした画面を表示するためのウェブページのデータを提供するので、音楽を楽
しみたいと思う人は、どこでどのような楽曲が演奏されているかを一目で判別できる。従
って、演奏中の音楽を聴きに行くために必要な情報を、分かりやすい形態で提供できる。
　さらにまた、サーバ装置３は、楽曲・画像記憶部３６に記憶されている楽曲の音声デー
タを、通信回線４を介して送信できるので、例えば演奏場所から遠く離れたところに居る
人も音楽を楽しむことができ、演奏者は、自身の演奏を多数の人にアピールできる。
【００３６】
　さらに、端末装置２は、ＧＰＳ制御部２３を備え、ＧＰＳ制御部２３により検出した自
己位置を示す位置情報をサーバ装置３に送信するものであり、サーバ装置３は、端末装置
２から送信される位置情報に基づいて、端末装置２の位置を特定する。このため、端末装
置２の設置場所を固定する必要がないので、任意の位置に設置することができ、任意の位
置に移動させることも可能であり、端末装置２を移動させながら使用することも可能であ
る。また、サーバ装置３においては、端末装置２の位置を特定するための処理の負荷が軽
いことから、より速やかに情報を提供できる。また、端末装置２が、バッテリ（図示略）
を備えた可般型のものであってもよく、この場合、端末装置２を人が持ち歩いて、ライブ
を行っている演奏者に近づいて、音声データと位置情報とを端末装置２からサーバ装置３
へ送信するといった使い方が可能である。
【００３７】
　なお、上記実施の形態においては、端末装置２が屋外に設置される場合を例に挙げて説
明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、端末装置２を屋内に設置することも
勿論可能である。この場合は、ＧＰＳ制御部２３がＧＰＳ衛星の電波から現在位置を特定
することが困難になる可能性があるので、予め制御部２０またはＧＰＳ制御部２３が端末
装置２の設置場所の位置（緯度、経度）を記憶していてもよいし、制御部２０またはＧＰ
Ｓ制御部２３が、無線基地局４０、４１と端末装置２とが通信を行うことにより、無線基
地局４０、４１の位置を基準として端末装置２の位置を求めてもよい。
【００３８】
　ここで、各々の端末装置２に固有のＩＤを付与しておき、端末装置２が、音声データと
ともに自己のＩＤをサーバ装置３に送信する構成としてもよい。この場合、サーバ装置３
は、各端末装置２のＩＤと、各端末装置２の位置を示す位置情報とを対応づけたテーブル
を演奏情報データベース３５に格納しておき、端末装置２から音声データとともに送信さ
れたＩＤに基づいて上記テーブルを参照することにより、その音声データを送信した端末
装置２の位置を特定するようにしてもよい。この構成は、端末装置２が固定的に設置され
、この端末装置２の位置に対応するテーブルが予め作成され、演奏情報データベース３５
に記憶された構成とすれば、容易に実現できる。この構成では、端末装置２がＧＰＳ制御
部２３を搭載する必要がなく、ＩＤのみ記憶しておけばよいので、端末装置２の構成の簡
素化と、これに伴う低コスト化および小型化が可能であり、多数の端末装置２を設置する
ことが容易になる。さらに、端末装置２が特定の位置に固定的に設置されるものであれば
、制御部２０により、端末装置２の設置場所の位置情報そのものを記憶させてもよい。こ
の場合、ＧＰＳ制御部２３を搭載しなくても位置情報を送信できるので、低コスト化およ
び小型化が容易である。
【００３９】
　また、上記実施の形態では、サーバ装置３は、演奏情報データベース３５に基づいてウ
ェブページのデータを生成してパーソナルコンピュータ６１、ナビゲーション装置６２或
いは携帯電話機６３に送信するものとして説明したが、本発明はこれに限定されるもので
はなく、例えば、演奏情報データベース３５に格納されている情報を文字情報として送信
するものであってもよい。この場合、サーバ装置３からパーソナルコンピュータ６１、ナ
ビゲーション装置６２或いは携帯電話機６３に送信する情報量を節約できる、ブラウザ機
能を備えていない装置によってもサーバ装置３からの情報を受信して表示できる等の利点
がある。
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　さらに、上記実施の形態では、サーバ装置３によって音声データを解析することによっ
て楽曲のジャンルを判定する構成としたが、本発明はこれに限定されるものではなく、例
えば、曲調が明るい／暗い、テンポが速い／遅い、肉声を含む／含まない等の特性を判定
し、この特性を含む情報を提供するものであってもよい。
【００４０】
　さらに、図３に示したサーバ装置３の各機能ブロックはハードウェアとソフトウェアと
の協働により実現されるものであり、具体的には、サーバ装置３を構成するコンピュータ
によって、図示しない記憶装置に記憶されたプログラムを実行することで実現されるもの
であり、本発明は図３に示す機能部に相当するハードウェアを備える態様に限定されない
。また、図２に示す各機能ブロックについても同様である。
　ここで、サーバ装置３を構成するコンピュータが実行するプログラムは、サーバ装置３
が備える記憶装置に記憶しておくだけでなく、光ディスク型記録媒体や半導体メモリ素子
を用いた記録媒体等に記録しておき、必要に応じてサーバ装置３によって読み取ることが
可能であり、通信回線４を介してサーバ装置３にダウンロードすることも勿論可能である
。その他の細部構成についても、本発明の趣旨を損なうことのない範囲において、任意に
変更可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】実施の形態に係る楽曲情報提供システムの概略構成を示す図である。
【図２】端末装置の機能的構成を示すブロック図である。
【図３】サーバ装置の機能的構成を示すブロック図である。
【図４】演奏情報データベースの構成例を模式的に示す図である。
【図５】サーバ装置の動作を示すフローチャートである。
【図６】サーバ装置により生成されるウェブページの構成例を示す図である。
【符号の説明】
【００４２】
　１　楽曲情報提供システム
　２　端末装置
　３　サーバ装置（楽曲情報提供装置）
　４　通信回線
　５　ウェブページ
　２０　制御部（音声検出手段、送信手段）
　２１　マイク（音声検出手段）
　２２　カメラ
　２３　ＧＰＳ制御部（位置検出手段）
　２４　通信部（送信手段）
　３１　制御部（受信手段、位置特定手段、情報提供手段）
　３２　通信部（受信手段、情報提供手段）
　３３　ジャンル判定部（特性判定手段）
　３４　ウェブページ生成部（情報提供手段）
　３５　演奏情報データベース
　３６　楽曲・画像記憶部（音声データ記憶部）
　６１　パーソナルコンピュータ
　６２　ナビゲーション装置
　６３　携帯電話機
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